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最も基本的な交通ルールを無視した無謀な運転による悪質・重大な死傷事犯 
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●なぜ危険運転致死傷罪が必要なのか？の議論は 2001 年以降相当程度行われ

ている。 

●「法律の条文というのは，紙の上に書かれているというだけでなく，実際に

これを適用できなければ仕様がありませんので，そのためには，何より証拠が

きちんと集められなければなりません。」 

（自動車運転による死傷事犯の実態に即した対処をするための罰則の整備につ

いて 第２回会議（令和２年２月４日開催）議事録より） 

 

➡期待する今回の検討のあり方 

あるべき論 
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「被害者団体からの御意見・御要望」及び「考え得る対応・方策（案）」について

被害者団体からの御意見・御要望 考え得る対応・方策（案）

１ 危険運転致死傷罪の適用範囲の拡大 【対応・方策１】

○ 次の行為を危険運転致死傷罪の対象とす 危険運転致死傷罪における危険運転行為と同等の

べき。 悪質性・危険性を有する運転行為について，新たに

・ アルコールを摂取した上での運転 危険運転行為として追加する。

・ 薬物を摂取した上での運転 【対応・方策２】

・ 速度超過での運転 危険運転行為と同等とまではいえないが悪質性・

・ 一方通行の逆走運転 危険性の高い運転行為により人を死傷させた場合に

・ 過労運転，居眠り運転 ついて，自動車運転過失致死傷罪よりも重い法定刑

・ てんかん等の病気にかかった者で，① とする罰則規定を設ける。

免許取得時に持病を申告しなかった場 【検討課題】

合，②運転を差し控えるべきとの医師の 危険運転致死傷罪の新たな類型に加えるべきとさ

勧告に従わなかった場合，又は，③医師 れた運転行為等のうち，無免許運転等のように，人

から服用を指示された薬を服用しなかっ の死傷との間に直接の因果関係が存しない類型につ

た場合 いては，従来よりも重い処罰が可能となるような規

・ 無免許運転 定を設けることができるか検討する。

・ 無保険（自賠責保険）での運転

・ 無車検車運転

・ ひき逃げ

・ 悪質な前方不注意や脇見での運転（赤

信号の見落としを含む）

・ 警察官の停止の求めを無視した運転

・ その他悪質な運転

２ 危険運転致死傷罪の構成要件の明確化 【対応・方策１】

「殊更に」，「進行を制御することが困難な 危険運転致死傷罪の構成要件のうち評価的な規定

高速度」などの評価的な構成要件を改めるべ をより明確なものに改める。

き。 【対応・方策２】

危険運転致死傷罪の現行規定は改めず，その意義

アルコールや高速度に関する適用基準を明 ・解釈は裁判例の蓄積に委ねる。

確に数値化すべき。

法制審議会－刑事法（自動車運転に係る死傷事犯関係）部会
第２回会議（平成２４年１１月３０日開催）
資料　「被害者団体からの御意見・御要望」及び「考え得る対応・方策（案）」について  より



被害者団体からの御意見・御要望 考え得る対応・方策（案）

３ ひき逃げをした場合の厳罰化

ひき逃げを厳罰化して逃げ得が生じない法 【検討課題】

制度にすべき。ひき逃げを厳罰化すべき。 人を死傷させた後の行為について，従来よりも重

い処罰が可能となるような規定を設けることができ

飲酒運転を行って人を死傷させた上，ひき るか検討する。

逃げした事犯に適用される新しい法律の制定

や刑法での新しい手立てをすべき。

国民がひき逃げ問題を認識できるよう，

ひき逃げを刑法に規定すべき。

４ 自動車運転過失致死傷罪の法定刑の見直し 【対応・方策１】

法定刑を引き上げるべき（執行猶予を付さ 自動車運転過失致死傷罪の法定刑を引き上げる。

ない制度とすることも含む）。 【対応・方策２】

自動車運転過失致死罪の罰金刑を廃止する。

自動車運転過失致死罪と自動車運転過失傷 【対応・方策３】

害罪の法定刑を区別すべき（自動車運転致死 自動車運転過失傷害罪の裁量的免除規定を廃止す

傷罪について罰金刑を廃止する）。 る。

自動車運転過失傷害の刑の裁量的免除規定

を廃止すべき。

５ その他

悪質危険な運転行為自体を危険運転致死傷

罪の予備的行為として処罰すべき。

同乗者等の加功行為やあおり，唆しなどに

ついて，共謀共同正犯とすべき。

自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷

罪の罰則関係を一本化すべき。

自転車の運転を危険運転致死傷罪の対象と

すべき。

準危険運転致死傷罪の創設は避けるべき。

交通犯罪の法体系を根本的に見直すべき。

今般の法改正を交通死傷被害をゼロを実現

するためのものと位置付けるべき。

車は一歩間違えると凶器であることを認識

できる法律とすべき。

次期通常国会に改正案を提出すべき。




